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保護者様  

 

丹波市立青垣小学校  

      校 長  堀  博 文 

 

 

兵庫県の休業要請に伴う登校可能日（４月 28・ 30 日）の中止について  

（令和２年４月 20 日時点）  

 

 

 陽春の候、保護者の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げま

す。平素は本校教育にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。  

 さて、４月 16 日に政府が緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大するととも

に、兵庫県を「特定警戒都道府県」に指定しました。このことを踏まえ、丹波

市教育委員会では、兵庫県教育委員会の方針等を総合的に判断し、５月６日

(水 )まで登校可能日を設けないこととしました。  

これを受けて、青垣小学校では、４月 28 日 (火 )並びに 30 日 (木 )に予定してお

りました登校可能日を中止します。  

厳しい状況が続きますが、子どもたちと保護者、そして地域の皆様の健康と

安全を最優先に考えて対応し、一日も早くコロナウイルス感染症を収束させる

ために、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。  

 

 

記  

 

 

１  登校可能日の中止  

   令和２年４月 28 日 (火 )・ 30 日 (木 )  

 

２  児童の健康観察  

   ４月 21 日 (火 )以降、今月末までに、随時電話連絡を中心に子どもたちの

健康観察をさせていただきます。担任と子どもたちとの関係づくりを重視

するために、きょうだい関係がある場合、それぞれの担任が連絡させてい

ただきます。異なる日にお電話させていただくことがあることをご了承く

ださい。  

   アフタースクールを利用している児童につきましては、アフタースクー

ルに様子を聞かせていただく場合もあります。  

 



３  臨時休業期間中のくらしのやくそく  

   青垣小学校ホームページに掲載しています。  

  http://www.tamba.ed.jp/uploaded/attachment/56908.pdf 

 ご家庭内でお子さんと読み、確かめながら、臨時休業期間中、規則正し

い生活と運動・学習時間の確保に努めてください。  

 

４  臨時休業期間中の宿題【学習課題】  

   ４月 14 日 (火 )と 15 日 (水 )に実施しました登校可能日において、 5 月 6 日

(水 )までの間、家庭学習できる内容を配付しています。  

   尚、丹波市教育委員会では、臨時休業中の学習支援として、家庭で使え

る授業動画も含めた学習支援サイト  丹波っ子「学びの広場」を開設され

ています。青垣小学校のホームページにからもご利用いただけます。  

  http://www.tamba.ed.jp/site/aogakishou/93332.html  

 

５  ＰＴＡ総会書面表決書の提出日  

５月７日 (木 )以降の学校再開日とします。その後速やかに集計し、結果

をお伝えさせていただきます。  

 

 

今後の対応につきましては、随時、らくらく連絡網、学校ホームページ、防

災行政無線等でお知らせいたします。刻々とかわる状況の中で、大変ご迷惑と

ご負担をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。  

http://www.tamba.ed.jp/uploaded/attachment/56908.pdf
http://www.tamba.ed.jp/site/aogakishou/93332.html

